
 

 

 

八尾市個人番号の利用等に関する条例の一部改正 

新旧対照表 

 

現   行 改 正 案 

第１条 略 第１条 略 

 （定義）  （定義） 

第２条 略 第２条 略 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用

する用語の意義は、法において使用する用語の例に

よる。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用

する用語の意義は、法（これに基づく命令を含

む。）において使用する用語の例による。 

第３条 略 第３条 略 

 （個人番号の利用範囲）  （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表

第１の左欄に掲げる実施機関（法令の規定により同

表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うことと

されている者がある場合にあっては、その者を含

む。）が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２第

１項の表及び第２項の表の左欄に掲げる実施機関

（法令の規定によりこれらの表の中欄に掲げる事務

の全部又は一部を行うこととされている者がある場

合にあっては、その者を含む。次項において同

じ。）が行うこれらの表の中欄に掲げる事務並びに

実施機関（法令の規定により特定個人番号利用事務

の全部又は一部を行うこととされている者がある場

合にあっては、その者を含む。第３項において同

じ。）が行う特定個人番号利用事務とする。 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表

第１の左欄に掲げる実施機関（法令の規定により同

表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うことと

されている者がある場合にあっては、その者を含

む。）が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２第

１項の表及び第２項の表の左欄に掲げる実施機関

（法令の規定によりこれらの表の中欄に掲げる事務

の全部又は一部を行うこととされている者がある場

合にあっては、その者を含む。次項において同

じ。）が行うこれらの表の中欄に掲げる事務並びに

実施機関（法令の規定により特定個人番号利用事務

（準法定事務を含む。以下同じ。）の全部又は一部

を行うこととされている者がある場合にあっては、

その者を含む。第３項において同じ。）が行う特定

個人番号利用事務とする。 

２～４ 略 ２～４ 略 

第５条・第６条 略 第５条・第６条 略 

   附 則 略    附 則 略 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

実施機関 事 務 

１ 市長 「生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置について」（昭和

29年５月８日社発第382号厚生省

社会局長通知。以下「昭和29年通

知」という。）の定めるところに

よる生活保護の措置に関する事務

であって規則で定めるもの 

２～６ 略 略 
 

実施機関 事 務 

１ 削除 

 

 

 

 

 

２～６ 略 略 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

令和７年６月定例会 

議 案 参 考 資 料 



別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

１ 番号法別表第１の下欄に掲げる事務関係 １ 番号法別表の下欄に掲げる事務関係 

実施機関 事 務 特定個人情報 

１ 市長 地方税法（昭

和25年法律第

226号）その

他の地方税に

関する法律及

びこれらの法

律に基づく条

例による地方

税の賦課徴収

又は地方税に

関 す る 調 査

（犯則事件の

調 査 を 含

む。）に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

医療保険給付関係

情報、介護保険給

付等関係情報、生

活保護関係情報、

中国残留邦人等支

援給付等関係情

報、障害者関係情

報、昭和29年通知

の定めるところに

よる生活保護の措

置に関する情報

（以下「外国人生

活保護関係情報」

という。）その他

の特定個人情報で

あって規則で定め

るもの 

２・３ 略 略 略 
 

実施機関 事 務 特定個人情報 

１ 市長 地方税法（昭

和25年法律第

226号）その

他の地方税に

関する法律及

びこれらの法

律に基づく条

例による地方

税の賦課徴収

又は地方税に

関 す る 調 査

（犯則事件の

調 査 を 含

む。）に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

医療保険給付関係

情報、介護保険給

付等関係情報、生

活保護関係情報、

中国残留邦人等支

援給付等関係情

報、障害者関係情

報、「生活に困窮

する外国人に対す

る生活保護の措置

について」（昭和

29年５月８日社発

第382号厚生省社会

局長通知）の定め

るところによる生

活保護の措置に関

する情報（以下

「外国人生活保護

関係情報」とい

う。）その他の特

定個人情報であっ

て規則で定めるも

の 

２・３ 略 略 略 
 

 ２ 別表第１の右欄に掲げる事務関係 

実施機関 事 務 特定個人情報 

１ 市長 昭和29年通知

の定めるとこ

ろによる生活

保護の措置に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

医療保険給付関係

情報、地方税関係

情報、介護保険給

付等関係情報、児

童扶養手当関係情

報、障害者関係情

報、特別児童扶養

手当関係情報、児

童手当関係情報そ

の他の特定個人情

報であって規則で

定めるもの 

２～５ 略 略 略 
 

 ２ 別表第１の右欄に掲げる事務関係 

実施機関 事 務 特定個人情報 

１ 削除   

２～５ 略 略 略 
 

別表第３（第５条関係） 

 表 略 

別表第３（第５条関係） 

 表 略 

 


